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Global 500”でも，船社としては最上位の172位であるマー

スク（デンマーク）に次ぐ451位にランクインしている9）．チャ

イナシッピンググループも国有企業であり，世界第10位の

コンテナ船船腹量を有するチャイナシッピングコンテナラ

イン（CSCL）や石油輸送において中国最大規模を誇るチャ

イナシッピングデベロップメント（中海発展）を傘下に置く．

このような中国海運の発展状況を踏まえて，（公財）日本

海事センターでは，2011年度に中国の外航海運関連制度

について調査を行った10）．本稿ではその調査結果をもと

に，中国の外航海運関連制度について最新の情報を織り

交ぜて紹介するものである．

本稿の構成は以下の通りである．初めに中国の船舶登

録関連制度について説明を行い，次に海運関連税制，カボ

タージュ制度について述べ，最後にまとめを加える．

2──中国の船舶登録関連制度

2.1  中国船舶登録制度

中国海商法（1992年11月7日公布，1993年7月1日施行）第5

条によれば，中国の法律に基づき登録され，中国国籍を付与

された船舶は，同国の国旗を掲げて航行することができる．

中国船舶登記条例（1994年6月2日公布，1995年1月1日

施行）第2条によれば，中国船舶として登録可能な船舶は

以下の通りである．

（a） 住居または経営の主たる場所が中国国内に存在する

中国国民の所有船舶．

（b） 中国の法律の下で設立され，法人格を有し，かつ経営

の主たる場所が中国国内に存在する企業の所有船

舶．ただし，外国の出資を含む場合，中国側の出資比

率は50％を下回らないこと．

（c） 中国政府または法人格を有する機関が所有する公用

船舶．

1──はじめに 

中国本土では改革開放政策により市場経済の導入が始

まった1978年以降，積極的な外資導入と貿易拡大により，

2010年まで年平均で約9％という高い実質経済成長率を

実現し，2010年には日本を抜いてGDPで世界第2位となっ

た．2001年にはWTO加盟を果たし，貿易総額は1991年の

1,356億ドルから2013年の4兆1,596億ドルへと22年間で30

倍以上に増加した1）．

貿易拡大に伴って，中国発着の海上荷動き量も大きく増

えている．中国港湾での貨物取扱量は1990年の4億8,321万

トンから2012年の66億5,245万トンへと約14倍に増加し2），

現在ではコンテナ貨物取扱量で世界トップ10の港のうち，6

港を中国本土の港湾が占める3）．定期航路でのコンテナ荷

動き量をみると，2013年の北米・欧州の両基幹航路のそれ

ぞれの荷動き量の約6割が中国発着のコンテナ貨物であ

り，中国発着貨物はアジア諸国の中で圧倒的なシェアを誇

る．コンテナ貨物以外でも中国発着の荷動き量は大きく，

2011年の中国向け鉄鉱石の荷動き量は世界全体の63％4），

中国向け原油の荷動き量は世界全体の13％を占める5）．

海上荷動き量の増大と歩を合わせて，中国籍船を含む

中国商船隊の規模も拡大を続けている6）．2013年末現在の

百総トン以上の中国籍船は3,937隻，3,470万総トンで，2000

年に比べて隻数で約1.2倍，総トン数で約2.6倍に増加して

いる7）．また，外国籍船を含む千総トン以上の中国実質所有

船は2013年末時点で3,645隻，8,958万総トンで，2000年に

比べて隻数で約1.6倍，総トン数で約3.4倍となっている8）．

中国の外航海運企業の発展も著しい．中国本土の主な

海運会社としては，コスコ（中国遠洋運輸）グループやチャ

イナシッピング（中国海運）グループがある．コスコグルー

プは中国最大の国有海運企業グループであり，連結売上

高で世界の企業トップ500社を示した2013年の“Fortune 
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（d） 港湾監督局が必要と認めるその他の船舶．

船舶所有者は，船籍港（住居または経営の主たる場所

に近い港）を選択し，同港の港湾監督局（船舶登録局）で

船舶の所有権及び抵当権の登記や船籍の登録を行う．船

舶登記条例第7条によれば，中国籍船には中国人船員を配

乗しなければならないが，交通運輸部の承認を得れば外

国人船員の配乗が認められる．ただし，中国船主協会へ

のヒアリング調査（2011年11月に実施）によれば，外国人

船員の配乗事例は確認されておらず，実態上は中国人船員

のみの配乗が行われているものと考えられる．

このように，中国籍船の登録には厳格な要件が適用さ

れており，さらに，中国籍船とした場合には船級登録や保

険の加入，関税や増値税に係るコスト注1）の面でデメリット

が生じるとされることなどから11），中国船社による外国籍

船の登録が増えている．実際，国連貿易開発会議

（UNCTAD）の統計によれば，重量トンベースで中国商船

隊に占める外国籍船の比率は2003年の48.8％から2013年

の64.7％へと増加傾向にある12）．

2.2   中国資本の外国籍船の中国転籍に係る優遇措置（免税登録制度）

中国交通運輸部は，中国海運業の発展と中国籍船の増

加，船舶の安全監督の強化と船員の権利保護のため，

2007年6月に「中国資本の外航船舶に対する免税登録政

策に関する公告」を公布し，同年7月より，中国船社が外国

籍船を中国籍船に変更した場合に関税及び増値税を免除

する制度（免税登録制度）を導入した．

適用対象となるのは2007年7月1日から2009年6月30日ま

でに中国転籍のために輸入された以下の要件に適合する

船舶である．

（a） 2005年末までに外国に登録された外国籍船で上海，天

津または大連を船籍港として中国に登録される船舶．

（b） 船齢（竣工日から起算して2007年7月1日までの経過期

間）が以下の条件に適合する船舶．

（ i）油タンカー及びケミカル船は4～12年

（ ii）バルクキャリア及び鉄鉱石船は6～18年

（iii） コンテナ船，一般貨物船，多目的船，セメント船な

どは9～20年

本制度の適用対象は原則として外航船に限られるが，

交通運輸部の承認を得れば，転籍後は内航海運に従事す

ることも可能とされ，深刻化する内航輸送の船腹不足を解

消する目的があったとの見方もある13）．当初は2年間の時

限措置であったが，2009年と2011年に延長が決定されてお

り，2015年末までの適用が予定されている．

本制度の適用により，中国転籍に係る関税（9％）及び増

値税（17％）が免除され，その経費節減効果は船価1億ドル

のコンテナ船の場合2,000万ドル以上，船価1億2,000万ドル

のVLCCの場合3,000万ドルに達するとされる．交通運輸部

によれば，本制度の開始から2010年末までに58隻（200万

重量トン相当）の外国籍船が中国に転籍されている14）．なお，

IHS Fairplayのデータによれば，2006年時点で中国以外の

船籍をもち，2012年11月時点で上海，天津または大連を船

籍港とする千総トン以上の（かつ上記（b）の条件を満たすと

考えられる）船舶は82隻（336.8万重量トン相当）である15）．

2.3  国際船舶登録制度

近年，中国籍船の登録要件を緩和する国際船舶登録

制度の試行が開始されている．

交通運輸部は2013年6月に天津港東疆保税港区におけ

る国際船舶登録制度の試行16）を承認した．同制度では，

以下の要件を満たす外航船舶を東疆港区に登録すること

ができる．

（a） 1,600総トンを超える貨物船，不定期旅客船，掘削リグ

及びその他の水上移動装置（ただし，外航定期旅客

船を除く）． 

（b） 中国の法律に基づき，東疆保税港区に設立された法

人の船舶．外国の出資を含む場合，中国側の出資比率

は50％を下回らないこと（中国企業の海外子会社によ

る出資も中国側の出資と見なされる）．あるいは，中国

国内に拠点をもつ外資企業が再投資のため東疆保税

港区に設立した法人の船舶．

（c） 以下の船齢に適合する船舶．

（ i） 高速旅客船，RORO旅客船，貨客船，旅客フェリー，

貨客フェリー，クルーズ船及び旅客船は12年以下

（ ii）油タンカー，ケミカル船及び液化ガス船は14年以下

（iii）バルクキャリア及び鉄鉱石船は20年以下

（iv） RORO船，セメント船，冷凍船，一般貨物船，多目

的船，コンテナ船，木材運搬船，タグボート，曳船及

び艀（はしけ）は22年以下

（ v）掘削リグ及びその他の水上移動装置は22年以下

なお，船員の国籍については，船長と機関長は中国人船

員であるべきとされるが，外国人船員についても天津海事局

の承認を得た上で最大30％の割合で配乗が可能とされる．

天津港東疆港区によれば，本制度は従来の船舶登録

制度と比べて船舶所有者の出資比率及び船齢の面で要件

を緩和したものとされるが17），上記の通り，配乗要件の緩

和も重要な特徴の一つと考えられる．

さらに，上海においても国際船舶登録が認められる方向

にある．2013年9月，中国国務院は上海自由貿易試験区全

体方案を発表して上海自由貿易試験区を設立したが，同試

験区の中に国際船舶登録制度も含まれていた．2014年1月

に国務院が発表した「中国（上海）自由貿易試験区内にお

ける暫定関連行政法規と国務院文書で規定される行政審
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査あるいは参入特別管理措置の調整に関する決定」では，

上述した船舶登記条例第2条（b）の中国側出資比率の最

低50％という条件が緩和されること18）などが明記された．

同月には交通運輸部が「中国（上海）自由貿易試験区国

際船舶登録制度に関する試験方案」を承認したと発表し

た19）．交通運輸部によれば，同方案に基づく上海自由貿易

区の国際船舶登録制度における5つの利点として，2.1節で

説明した中国船舶登録制度と比べ，①上限50％の外資比

率を緩和，②船舶登録に係る船齢要件を2年緩和，③外国

人船員の配乗に際して交通運輸部の審査・承認を必要とし

ていたものを上海海事局への登録のみへと緩和，④船籍

港について「中国洋山港」（保税状態のとき）と「中国上海

港」（納税済みのとき）の2か所で登録可能，⑤リース船舶の

登録など登録可能な船舶の範囲拡大が挙げられている．

3──中国の海運関連税制

3.1  企業所得税等

中国では海運企業に対して企業所得税（日本の法人税

に相当）が課せられるほか，中国港湾を利用する場合は船

舶とん税（船舶吨税），中国籍船の所有者に対しては車両・
船舶税（車船税）が課せられる．

企業所得税は各納税年度の総収入から原価費用及び

損失を控除した残額（利益）に対して課せられ，2008年 

1月1日から外商投資企業及び中国国内企業の基本法人税

率は25％に統一されている．なお，外国出資の海運企業に

よる外航海運サービスについては，二重課税防止条約や

海運協定などに基づき，企業所得税の免除が認められる

場合がある．

外航海運企業に対する法人税の適用については，自国海

運業強化の観点から日本を含め，多くの国では税負担の実

質軽減をもたらす外形標準課税（トン数標準税制）が導入

されているが，中国では未導入である．ただし，中国の海事

当局及び海運業界は同税制の導入に関心を有している注2）．

なお，2014年8月1日からは，「国際運輸業に従事する非

居住納税者からの税収に関する暫定措置に関する通知」

の下，（租税条約に基づき免除が適用される場合を除き）

非居住企業が中国本土内での国際運輸業により獲得した

所得も企業所得税の課税対象に含まれるようになり，中国

の用船者に貸船する海外船主も課税対象となり得るなど

の問題が取り沙汰されている20）．

船舶とん税は，船舶の純トン数及び港湾の利用許可証

に係る期限区分に応じて税率が設定されている（表─1参

照）．なお，中国籍船及び中国と最恵国待遇の相互付与を

認める条約の締結国（日本を含む）の船舶には優遇税率

が適用され，それ以外の船舶については通常税率が適用

される．車船税は，船舶の純トン数に応じて税率が設定さ

れている（表─2参照）．

3.2  営業税・増値税

営業税はサービス（役務）の提供等に課せられる地方税・

流通税の一種であり，海運業の場合は営業収入に対して

3％の税率が適用されていた．ただし，同税は2009年末まで

課税対象が国内サービスに限定されており，2010年の「営

業税暫定施行条例実施細則」改正によって国外サービス

も課税対象となったものの，国際運輸サービス（中国発着

及び第三国間での貨客輸送）については，2010年1月1日施

行の「国際運輸サービスへの営業税免除に関する通知（財

税［2010］8号23））により，営業税の免除が認められていた．

その後，第12次五カ年計画（2011－15年期）における税

制改革の一環として，2012年以降，営業税から増値税に移

行する「営改増」政策が進められ，その第一段階として同

年1月，上海において交通運輸業や一部の現代サービス業

（貨運代理業や船舶代理業を含む）で営業税を廃止し，増

値税（交通運輸業の税率は11％，貨運代理業や倉庫業な

ど物流サービス業の税率は6％）に切り替える制度の試行

が開始された．また，同制度の試行はその後，北京，天津

など8つの直轄市及び省に適用地域が拡大された．ただ

し，これら試行段階では国際海上運賃については税額控

除が認められていた．

その後，2013年8月に「交通運輸業と一部の現代サービ

ス業における営業税から増値税への移行に関する政策の

全国展開に関する通知」（財税［2013］37号24））の下，全国

■表—1　船舶とん税の税率

船舶の大きさ

通常税率
（元/純トン）

港湾の利用許可証による期限の区分

1年 90日 30日

2,000トン未満 12.6 4.2 2.1
2,000トン以上10,000トン未満 24 8 4
10,000トン以上50,000トン未満 27.6 9.2 4.6
50,000トン以上 31.8 10.6 5.3

船舶の大きさ

優遇税率
（元/純トン）

港湾の利用許可証による期限の区分

1年 90日 30日

2,000トン未満 9 3 1.5
2,000トン以上10,000トン未満 17.4 5.8 2.9
10,000トン以上50,000トン未満 19.8 6.6 3.3
50,000トン以上 22.8 7.6 3.8

出典：中国国務院21）

船舶の重量（純トン） 年ごとの税額（1トン当たり）

200トン以下 3元

201～2,000トン 4元

2,001～10,000トン 5元

10,001トン以上 6元

■表—2　車両・船舶税の税率

出典：税理士法人トーマツ22）
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で増値税への本格的移行がなされる一方で，それまで国

際海上運賃に認められていた税額控除が廃止された25）．

こうして2013年8月以降，中国本土で徴収される国際海

上運賃や諸チャージなどの費用に対して税率6％の増値税

（プラス地方税）が課されることとなったが，課税対象とな

るのは貨運代理業者（フォワーダー）や船舶代理店が船社

に支払う国際海上運賃や諸チャージであり，中国現地法人

（代理店）やフォワーダーを介して運賃の支払いを受ける海

外船社（邦船社を含む）は実質的に課税の影響を受ける

一方，中国荷主との直接契約が可能な中国船社は税率が

実質ゼロとなり，中国船社と海外船社との差別的待遇が

問題とされるようになった26）．

また，同制度ではフォワーダーや船舶代理店が専用発票

（領収書）を発行し，税込運賃を支払った中国国内荷主は

同発票をもって税額控除を受けられる一方，海外荷主は同

様の控除を受けられないことから，フォワーダーや荷主の

間では国際海上運賃の支払い地を香港など中国本土以外

に変更する動きが急増していった27）．

一般的に国際海上運賃は租税条約に基づいて課税対

象外となるのが慣例であり，2013年8月以降の増値税の課

税は事業者の間に混乱を招くとともに，国内外からの批判

にさらされた28）．

このような状況を受けて，財政部と国家税務総局は

2013年12月に「鉄道輸送と郵政業における営業税の増値

税への変更の試験通知」（財税［2013］106号29））を公布し，

2014年1月1日より上記37号の通知に基づく国際海上運賃

への増値税課税制度を廃止した．ただし，106号通知の運

用方法が不透明であることから，実際には免税扱いとなる

ケースは限定的であるとの報道もなされており，依然，混

乱が続いているようである30）．

3.3  船員所得税軽減制度

中国では1980年代より，船員の賃金や各種手当等の収

入につき，所得控除や非課税手当を認める税制優遇措置

がとられている．これは，より長期間の船上での労働を奨

励する目的があったほか，船舶という特殊な勤務環境に対

する補償や海運業による外貨獲得を奨励する目的があっ

たものと考えられている．

これら優遇措置のうち，外航船員の所得控除について

は，3,500元/月の基礎控除（個人所得税法第6条1項）と

1,300元/月の附加控除（個人所得税法第6条3項，個人所

得税法実施条例第28条及び第29条）を認める制度の存在

が確認されている31）．

こうした外航船員の所得控除を認める優遇措置は，導

入当時は一定の効果があったものと考えられるが，その後，

中国の社会的及び経済的状況の変化に伴い，陸上で働く

個人の給与水準が急速に上昇していることから，外航船員

に認められていた所得控除のメリットは相対的に低下して

いると考えられる．実際，中国政府及び中国船主協会への

ヒアリング調査（2011年11月に実施）によれば，中国国内

でも船員になりたがらない傾向が見られるとされており，ま

た最近では，長年変わらず適用されてきた船員の所得控

除枠を拡大するよう政府に働きかける動きも見られる32）．

4──中国のカボタージュ制度

中国海商法第4条によれば，「中華人民共和国の港湾間

の海上輸送及び曳航業務は中華人民共和国の国旗を掲

げる船舶によって運営される．ただし，法律，行政法規に

よる別の規定がある場合はその限りではない．国務院交

通主管部門の認可がない場合，外国籍船が中華人民共和

国の港湾間での海上輸送及び曳航業務を行ってはならな

い」とされる．

2013年1月1日に施行された改正国内水路運輸管理条例

第16条によれば，国内水運事業者は外国籍船を使用するこ

とができない（ただし，中国籍船で特定の貨物輸送の需要

に応えられない場合を除く）．また，同条例第11条によれば，

外国の企業，組織及び個人は水路運輸業注3）を営むことが

できず，さらに中国籍船のチャーターやスペースチャーター

などを通じて間接的に水路運輸業を営むこともできない．

このように，中国では他の主要海運国と同様，内航海運

を自国籍船に限定するカボタージュ規制が導入されてい

る．ただし，交通運輸部と上海市政府は2013年8月29日に

中国船社が実質所有する外国籍船を使って上海港と国内

沿海部の他港との間で輸出入コンテナを輸送することを認

める実施意見を発表している33）．なお，中国国内での空

コンテナの輸送については，二国間協定等に基づき，カボ

タージュ規制の適用除外が認められており，邦船社につい

ては2004年1月より同輸送が実施可能となっている34）．

5──まとめ

中国の海運業は2001年のWTO加盟以降の積極的な外

資導入と貿易拡大に伴う経済成長の影響を受けて大きく

成長し，今や海運業を中核とする海事産業は中国のGDP

の約1割を占める規模となっている．

外航海運では急増するバルク貨物とコンテナ貨物の輸

送需要に対応すべく，国有企業であるコスコグループ，チャ

イナシッピンググループを中心に船隊整備が進められると

ともに，沿海部の主要港湾では施設の整備拡張による取

扱能力の増強が図られている．

今後も，中国商船隊はエネルギー資源の確保やコンテ



運輸政策研究Vol.18 No.1 2015 Spring紹介 023

ナ貿易の拡大，また，国際的な事業展開を図る中国荷主

企業の支援という意味においても，重要な役割を担うと考

えられる．一方で，中国側から見れば，船舶登録制度や海

運関連税制など外航海運企業の競争力に一定の影響を及

ぼす制度の改善をいかに図っていくか，若者の船員離れと

いった問題にいかに対処するかなど，課題も残されている．

これらをいかに克服していくかが中国の外航海運の今後

の発展のカギとなってくるものと考えられる．

本稿で見たように，船舶登録制度では，免税登録制度

や国際船舶登録制度など中国籍船の競争力強化に向け

た施策が進められており，また，カボタージュ規制では，ト

ランシップ・ハブを目指す上海港を中心とする内航輸送で

規制緩和が進められるなど，中国の外航海運の発展に向

けた変化の兆しが見られている．特に，国際船舶登録制度

の利用が今後，どの程度進むかが注目される．一方，税制

面では増値税の導入を巡る混乱や非居住企業への企業所

得税の拡大など問題が生じており，これらの問題の解決・

収束がいかにして図られるか，また，トン数標準税制の導

入や船員所得控除の拡大など，外航海運の発展を更に後

押しする施策の導入が実現するかどうかが注目される．

注

注1）中国籍船の場合，中国船級協会（CCS）での船級登録や中国国内保険業者

による付保が義務付けられる．また，中国国内で建造した船舶を外国籍船（輸

出船）とする場合，輸入部品に課せられる関税や増値税の還付を受けられる

が，中国籍船とする場合は還付を受けられず，船価が相対的に高くなるといわ

れている．

注2）2011年11月に実施したヒアリング調査による．

注3）国内水路運輸管理条例第2条によれば，「水路運輸とは，始発港，到着港，

通航水域が中国国内にある旅客または貨物の輸送であり，船舶管理などの付

随業務を含む」とされる．
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